
　しょうばら縁結びと広島県の「こいのわプロジェクト」が
タッグを組んでおせっかい！
　高野地域を舞台に、道の駅たかのプロデュースの絶品ラン
チとりんご狩りを楽しみながら、いつもとは違う出会いを楽
しみませんか？

【開 催 日】10 月 26 日（土）
【会　　場】庄原市内（参加者にのみお伝えします。）
【募集人数】男女各５人程度
　　　　　 ※人数が多い場合は抽選となります。
　　　　　 ※男女ともに３人以上の申し込みがない場合は
　　　　　　 中止します。

【参 加 費】男性 2,500 円　女性 2,000 円
【申し込み】しょうばら縁結びホームページから
　　　　　  お申し込みください。

【申込期限】10 月 16 日（水）

11 月以降も毎月テーマを変えて開催予定です！最新
の中結びイベント情報は、しょうばら縁結びのホー
ムページよりご確認ください。

少人数で出会いたい方向け！

気軽さが人気の中結びイベント

【開 催 日】10 月６日（日）
【集合時間】男性：10 時　女性：11 時
　　　　　※広島市付近にお住まいの女性向けのバスあり。
　　　　　　（広島駅と広島県庁で乗車可）

【集合場所】道の駅たかの
【対　　象】20 歳以上の独身の方
　　　　　※しょうばら縁結びの会員登録が必要です。

【募集人数】男女各 20 人
　　　　　※人数が多い場合は抽選となります。（男性は庄原市内の方優先）

【参 加 費】男性 3,000 円　
　　　　　  女性 2,500 円　※往復バスを利用する場合は 3,000 円

【申し込み】しょうばら縁結びホームページから
　　　　　  お申し込みください。

【申込期限】９月 25 日（水）

【夫：30 代】女性と出会う機会がないので、
希望に沿って紹介してもらえてよかった
です。しょうばら縁結びは庄原市内の人
が多いので、共通点も多くて話しやすかっ
たです。今こうして結婚生活を送れて本
当に幸せです！

【妻：20 代】最初は正直抵抗がありました。
でも、コンシェルジュさんに「会ってみ
ない？」と背中を押してもらえて勇気が出
ました。きめ細やかにサポートしてくれ
て、見守ってくれている感じがしました。
彼と楽しい毎日を過ごしています。

　縁結びコンシェルジュが担当につき、希望に

沿った相手を探します。相手が見つかり、双方が

会うことを希望すれば、担当の縁結びコンシェル

ジュ立ち会いのもとでお引き合わせします。

　現在、120 人以上の方が利用しており、利用者

を随時募集しています。イベントが苦手な方や、

早期の結婚を希望する方におすすめです！

私たちと一緒に

　 頑張りましょう！

 イベントに関する問い合わせ

庄原市総合サービス株式会社
☎ ０８２４ｰ７５ｰ０６００
ホームページ　https://shobara-enmusubi.jp/
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　縁結びコンシェルジュと
　　一緒にご縁を探しませんか？

１対１の出会いは小結びで

 インタビュー

私たち、

小結びで結婚しました。
昨年６月に小結びで出会い、
本年の６月に入籍したご夫妻

　会員制で、結婚を望んでいる方にさまざまな支援を行い、
結婚を後押ししている「しょうばら縁結び事業」。
　会員数は 520 人を超え、これまで 32 人の方から成婚報告
を受けています。今回は、これから開催予定のイベントなど
をご紹介します。

しょうばら
縁結び事業

今後もイベント続々！

この秋、
庄原で恋をしよう。

大結びイベント「りんご狩りで縁結び」

10月は 20代向けの
ハロウィンイベント！

自治定住課定住推進係　☎ 0824 ｰ73 ｰ 1257

　10 月１日から消費税率が 10％に変更される
ことに伴い、上下水道料金などに含まれる消費
税額相当分も、10 月以降の使用分（12 月検針・
12 月請求分）から税率 10％を適用した金額に

変わります。
　なお、水道加入金と水道工事負担金は、10 月
１日請求分から税率 10％を適用します。

「上下水道料金」が変わります

12月請求分から

《税率適用前と適用後の料金の例》 ※１円未満の端数金額は切り捨て　

●水道料金●
一般家庭で多く使用されている口径13㎜の
メーターを使用し、１カ月で20㎥の水道水を使
用した場合

●下水道料金●
水道水のみを使用する世帯で、１カ月で20㎥の
水道水を使用した場合

【令和元年 11 月請求分までの税率８％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）183 円 / ㎥
　　　　　　183 円× 12㎥＝ 2,196 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,196 円）× 1.08 ＝ 3,771 円

3,771 円

【令和元年 12 月請求分以降の税率 10％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）183 円 / ㎥
　　　　　　183 円× 12㎥＝ 2,196 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,196 円）× 1.10 ＝ 3,841 円

3,841 円

【令和元年 11 月請求分までの税率８％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）172 円 / ㎥
　　　　　　172 円× 12㎥＝ 2,064 円
　　　　 　（1,296 円＋ 2,064 円）× 1.08 ＝ 3,628 円
　メーター使用料（口径 13㎜）86 円× 1.08 ＝ 92 円

合計 3,720 円

【令和元年 12 月請求分以降の税率 10％の場合】

▶基本料金（８㎥まで）1,296 円
▶超過料金（８㎥を超え 20㎥まで）172 円 / ㎥
　　　　　　172 円× 12㎥＝ 2,064 円
　　　　　 （1,296 円＋ 2,064 円）× 1.10 ＝ 3,696 円
▶メーター使用料（口径 13㎜）86 円× 1.10 ＝ 94 円

　合計 3,790 円 ※水道水以外の水（井戸水など）を使用している場合は、世帯人
数に応じて認定した水量などにより計算します。

●問い合わせ
　西城市民病院　☎０８２４ー８２ー２６１１

　水道課業務係　☎０８２４ー７３ー１１９７　　下水道課管理係　☎０８２４ー７３ー１１７５

　西城市民病院では、特別室などの使用料や診断書など

の交付等手数料の一部に、10 月１日から税率 10％を適用

しますのでご留意ください。

西城市民病院事業に関する使用料と手数料も変わります！
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